
市石 狩

10/18から 22 までを『みんくらWeek』と称する啓発強化週間と位置づけ、消費生活や交通安全など生活

環境を取り巻く様々な事柄についてのイベントやパネル展を実施します。

消費生活研修会として、『相続が争族にならないために』と『シニア向けスマートフォン教室』を開催します。
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20
10/

水

消費⽣活研修会「相続が争族にならないために」
13:30〜15:30 花川北コミセン 1F ホール

●講師︓北海道⾦融広報アドバイザー 須藤 ⾂
と み

さん

●持ち物︓不要 ●定員︓20名（先着順）

●対象︓市⺠のみなさま ●参加費︓無料

22
10/

金

消費⽣活研修会「シニア向けスマートフォン教室」
13:30〜15:30 花川北コミセン 1F ホール

●講師︓KDDI(株)認定講師

●持ち物︓不要 ●定員︓20名（先着順）

●対象︓スマートフォン購⼊を検討中の概ね 70歳以下の⽅

●参加費︓無料

※お申込みは 10/1（⾦）から 10/15（⾦） お申込み・お問合せは広聴・市⺠⽣活課 TEL:0133-72-3191



と思ったら、相談してください︕

石狩市消費生活センター
石狩市役所１階（平日 午前１０時～午後４時）

※ 土日･祝日の電話相談は消費者ホットラインへ ⇒

消費者被害を未然に防ぐために、消費者としての心構え

やトラブルに遭った場合の対処法を学びませんか︖

町内会や高齢者クラブなどの集会に消費生活相談員を

派遣する【出前講座】の申込みを受け付けています。

講座は無料です。少人数・短時間でも実施できますので、

ぜひご利⽤ください。

★石狩市まちづくり出前講座★

●講座テーマ例

『悪質商法の手口と対処法』
…最近の悪質商法の事例と対策について解説します。

『消費者⼒を⾼めよう』
…消費者トラブルの未然防⽌･被害回復･契約について

解説します。

『特殊詐欺の被害に遭わないために』
…年々巧妙になる特殊詐欺の⼿⼝と、被害防⽌の⽅法

について解説します。

●申込・問合せ 広聴･市⺠⽣活課

TEL:72-3191（FAX:72-3199）

日本では、平成３０年度に年間２，５３１万トンの食品廃棄物等が出されてい

ます。そのうち本来食べられるのに捨てられてしまう食品(食品ロス)が、６００万

トン（推計）発生しています。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界

の食料援助量(2019 年で年間約 420 万トン)の１.４倍に相当します。

また、国民１人当たりに換算すると、毎日ご飯茶碗１杯分（約１３０ｇ）を捨て

ている計算です。

日本の大切な文化である「もったいない」のこころを大切に、皆さんそれぞれ

ができることから食品ロス削減に取り組んでみませんか？

�消費者庁のホームページで食品ロスの取組に

関する情報を確認することができます。

『めざせ！食品ロス・ゼロ』

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/loss-zero.html


